
更新ページ 17-20
追加ページ 28
※ １０月１７日～

 防災意識・防災のあり方・避難行動のあり方・避難所/避難場所等に限定しました。

防災基礎

（基本編）

大竹市
危機管理課

1
令和７年１１月２５日更新

公開先
大竹市HP
防災研修資料
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大竹の防災意識



3広島県の特徴 土砂・洪水

出典:ひろしまマイ・タイムライン

大竹市被害

大竹市
７０年以上

大規模災害
の経験なし

広島県
土砂・洪水
頻繁に発生

思い込み
「今回も大丈夫だ」

正常性バイアス

防災上の弱点

８０年間（広島県）
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大竹市民が陥りやすい２つの傾向

正常性バイアス 悲観バイアス

危険な状況でも「自分は大丈夫」
「今まで何ともなかった」

⇒「今度も大丈夫だろう」
と思い込む

ニュースで悪い出来事ばかり報道
されると過度に不安を感じてしまう。

⇒「ただ怖い」
パニックになる

風水害（洪水・土砂災害） 地震・津波（南海トラフ）

楽天的 悲観的

正しい知識を得て
〇 正しく恐れ
〇 正しく備えましょう

×結局、何もしない×結局、何もしない
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市民の意識（現状）
風水害＜地震・津波

取り組み上の工夫
風水害＝地震・津波
自主性を重視

⇒活動の持続化

特に平野部で顕著

両者を対等化
包括的に実施

（大竹で）風水害重視では
市民の意識が失速しかねない

大竹市の実状に即した指導上の工夫

広島県は全国で最も土砂災害の多い県だが



防災のあり方
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せいふはっぴょう こくみん ことば

２０１８年１２月 政府発表 ＜国民へむけた言葉＞
ぎょうせい ひとり じょうきょう おう ひなんじょうほう だ ふかのう しぜん

「行政が一人ひとりの状況に応じた避難情報を出すことは不可能です。自然
きょうい まじか せ ぎょうせい ひとり たす い

の脅威が間近に迫っているとき、行政が一人ひとりを助けに行くことはできま
ぎょうせい ばんのう みな いのち ぎょうせい ゆだ

せん。行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。」

中央防災会議（30年7月豪雨災害・避難に
関するワーキンググループ）報告書より

20１１年
 ひがしにほんだいしんさい

東日本大震災

 2016年
 くまもと じしん

 熊本地震

 2018年
 にしひほん ごうう

 西日本豪雨

もはや
かた

このやり方では
ひと まも

人を守れない

むかし

昔

ひと いのち

人の命は
ぎょうせい

行政が
まも

守る

ぎょうせい くに けん しちょう

行政 ＝国・県・市町

じ じょ

自助

きょう じょ

共助

こう じょ

公助

いま

今

じぶん いのち

自分の命は
じぶん まも

自分で守る

じゅうみん  たす あ

住民の助け合い

じぶん

自分で
じょうほう あつ

情報を集め
かんが

考え
こうどう

行動する

令和７年８月４日更新

じだい へんか

時代の変化

・自主防
・防災リーダー

の強化



8
大竹市の取り組み方針

自分の命は

自分で守る

自分で
情報を集め
考え
行動する

大竹市の
防災教育は
この方法を
具体的に解説

災害の
自分事化

とにかく自分の頭で考える!!



9
大竹市の取り組み方針

自主防災組織の強化

呼びかけ体制

・・・大竹市独自の実施方法ステップアップ訓練

・・・広島県全市町が参加中

〇 参加は希望のみ
〇 ３段階を準備

相談→研修→訓練
〇 参加組織の実情に応じ

個別に内容を調整



避難行動のあり方
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11ひなん

避難とは、  さ

『あぶないところ』を『避』けること
あんぜん ばしょ ひと

〇 安全な場所にいる人は
ひなん ばしょ い ひつよう

避難場所に行く必要はありません。
かくにん

（⇒ ハザードマップで自分の家を確認しよう）
しやくしょ してい ひなん ばしょ

〇 市役所が指定した避難場所に
ひなん

行くことだけが避難ではありません。
（⇒ 分散避難 とよびます。）

ぶんさんひなん

分散避難
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ひなんばしょ ひなんじょ

避難場所・避難所

たちのきひなん すいへいひなん

立退避難 （水平避難）

ざいたくひなん

在宅避難
おくないあんぜんかくほ

（屋内安全確保）
すいちょくひなん

２階へ行く：垂直避難

しゃちゅうはく

車中泊
りょかん

ホテル・旅館

しんせき

知り合いや親戚の家

じたく あんぜん に ひつよう

〇自宅が安全なら、 外に逃げる必要はありません。
ざいたく ひなん たちのき ひなん

⇒「在宅避難」 ⇒「立退避難」 令和７年２月20日 更新
作成 大竹市危機管理課

分散避難避難行動のあり方



13ざいたくひなん

在宅避難の特徴

良い点：自宅で生活できる。
⇒ 小さなお子さんや高齢者が生活しやすくなります。
⇒ ペットとともに生活できます。
⇒ 「火事場泥棒」から財産を守れます。
⇒ 避難先に備蓄品を運搬する手間が不要です。

〇 強い耐震基準の家
２０００年基準分類３など、強い耐震能力の家に住む

〇 津波・土砂
自宅を破壊する津波や土砂災害の恐れのない場所

〇 備蓄の確保
電気・ガス・水道の停止に備えた十分な備蓄

条件 現在、大手メーカーの新築は
戸建・賃貸とも、２０００年基準分類３

令和７年２月20日 追加
作成 大竹市危機管理課
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安全な場所とは

じしん

地震

どしゃ

土砂

がんじょう

頑丈な家・建物 来ないところ
高いところ

ハザードマップで
色のついてない

ところ

洪水が来ても
家にいられる場合

こうずい

洪水

つなみ

津波

ハザードマップで
色のついてないところ

令和７年２月20日 追加
作成 大竹市危機管理課
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風水害での安全確保
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風水害対策

・早めの避難（警戒レベル３・４の間）

・ハザードマップに基づく適切な避難行動

・移動ルートの安全も考慮

移動中の被災例
× 蓋のない側溝に転落（死亡）

内水氾濫で道路が見えない危険
× 土砂・洪水災害に巻き込まれる（死亡）

避難が遅れることで高まる危険



出典：国交省国土地理院
（重ねるハザードマップ）

スマホで確認⇒

どしゃ さいがい （とくべつ） けいかい くいき どしゃ

土砂災害(特別)警戒区域（土砂くずれ）

ハザードマップ 土砂（どしゃ）

たちのきひなん

すべて立退避難

きけん たてもの はかい おそ

危険：建物ごと破壊される恐れがある
いどう たちのきひなん

色のついてない場所への移動が必要 ⇒立退避難

17



かおくとうかいとう    はんらん そうてい くいき

① 家屋倒壊等氾濫想定区域

たてもの はかい おそ

建物ごと破壊される恐れがある
ひなん たちのきひなん

色のついてない場所への避難が必要 ⇒立退避難

はんらんりゅう

氾濫流

りゅうそく

流速が速く
もくぞうかおく とうかい

木造家屋は倒壊

かがんしんしょく

河岸浸食

けず

地面が削れられ
かおく どだい ほうかい

家屋は土台ごと崩落

出典：国交省国土地理院
（重ねるハザードマップ）

スマホで確認⇒

ハザードマップ 洪水（こうずい）

たちのきひなん

どちらも立退避難
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しんすいしん

浸水深よりも高い部屋が
ざいたく ひなん かのう たちのき ひなん ひつよう

ある家：在宅避難が可能 ない家：立退避難が必要

しんすいしん

② 浸水深（水の深さ）

出典：国交省国土地理院
（重ねるハザードマップ）

スマホで確認⇒

ハザードマップ 洪水（こうずい）

みまん

３ｍ未満
かい ひなん

２階に避難できる
みまん

５ｍ未満
かい ひなん

３階に避難できる

19



しんすい けいぞく

③ 浸水継続時間（水が引くまでの時間）

出典：国交省国土地理院
（重ねるハザードマップ）

スマホで確認⇒

ハザードマップ 洪水（こうずい）

みまん みまん みまん

12時間未満（水色）、1日未満（青色）、３日未満（黄色）
た びちくひん

この時間を耐えられる備蓄品が必要

20



21令和元年台風１９号 車避難中に洪水に巻き込まれる動画

毎日新聞 YOUTUBE公開動画
https://www.youtube.com/watch?v=k5wYC4HMjWA

所要時間４分１秒2025.8.19更新

https://www.youtube.com/watch?v=k5wYC4HMjWA
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地震での安全確保
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地震が来る前
にすること

備 考

旧耐震基準の家 外に逃げる
緊急地震速報で
地震発生を知る

新耐震基準の家
建物内で
安全確保

地震対策



24建物の耐震基準

耐震基準 耐震性 補 足

旧耐震基準
1980年以前

・震度５：倒壊しない
・震度５以上：規定なし

新耐震基準
1981.6.1改正

・震度５：損傷が少ない
・震度７：崩壊・倒壊しない

余震など２度目の震度７には耐えられない場合がある

２０００年基準
2000.6.1改正

等級１
数百年に一度の地震で倒壊、崩壊等しない
数十年に一度の地震で損傷しない

1995阪神淡路大震災の教
訓を受け新耐震基準を強
化したもの
・不同沈下防止（地盤に
合わせた基礎の作成）

・接合部の固定
・耐力壁の均等化

等級２
等級１の1.25倍の地震に耐える

等級３
等級1の1.5倍の地震に耐える

２０２６年熊本地震における益城町（震度７が２回発生）における状況

倒壊した建物の割合

旧耐震基準 ２８．２％

新耐震基準 ８．７％

2000年基準 ２．２％

国交省住宅局調査結果抜粋
「熊本地震における建築物被害の原因
分析を行う委員会」報告書のポイント
https://www.mlit.go.jp/common/001155087.pdf



サンプル

25
耐震基準の確認方法

手 段 確認方法

建築確認通知書
又は

建築確認済証

建築
確認日

～１９８１年５月31日 旧耐震基準

 １９８１年６月１日～ 新耐震基準

 ２０００年６月１日～ 2000年基準

住宅性能評価書 耐震性評価結果による

耐震診断 診断結果による

サンプル

建築確認日：設計図の審査日 ⇒ その後建築
 半年後：完成・引渡し
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津波での安全確保
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１ 想定にとらわれるな

２ 最善をつくせ

３ 率先避難者たれ

津波避難の三原則
ハザードマップ通りの

津波はない
想定より早く来るかも

より高く、より遠くへ逃げろ
建物より高台を目指せ

あなたの避難行動が
周りを感化する

基本は津波てんでんこ出展：群馬大学大学院 片田敏孝教授（釜石の出来事）

東日本大震災の教訓

１ 原則・徒歩避難(車危険)

２ 津波は川を遡上する

（川からも離れよ）

仙台市・閖上（ゆりあげ）地区
（車渋滞中に津波襲来）

石巻市・大川小学校
（河口上流５㎞に津波襲来）

収集整理：大竹市危機管理課
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出典：国交省国土地理院
（重ねるハザードマップ）

スマホで確認

つなみ しんすい そうてい くいき つなみ く

津波浸水想定区域（津波が来るところ）

じっさい き

実際は来てみないとわかりません。
み おそ

しかし見えてからでは遅いので
うみ ちか へいやぶ

〇海に近い平野部
おお かわ しゅうへん

〇大きな川の周辺は
つなみ く

津波が来るつもりで
たか に

〇高いところへ逃げてください。
たてもの ひなん

建物への避難では、
よる はい

×夜は入れないかもしれません。
つなみ たか に ば

×津波が高いと逃げ場がなくなります。

ハザードマップ 津波（つなみ）

つなみ かわ く

津波は川から来る

つなみ よそう あ

津波の予想は当たりません。
しん

ハザードマップを信じないでください。

に ほうこう

逃げる方向

１.5ｍ以上の
津波で
木造家屋は
全壊します。



避難場所・避難所
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ひなんじょ

避難所
ひなんばしょ

避難場所

げんそく しょくりょう みず

⚫原則、食料や水はありません。
いっぱんてき こうえん だいがく

⚫一般的に大きな公園や大学
してい

が指定されます。
ひろしまけんない ふうすいがい おお

⚫広島県は風水害が多いので
やね つ たてもの おお

屋根付きの建物が多いです。
おおたけし おなじ

大竹市も同じです。

みず そな

⚫水やトイレなどを備えています。
いっぱんてき しょうちゅうがっこう こうみんかん

⚫一般的に小中学校や公民館な
こうきょう しせつ してい

どの公共施設が指定されます。
おおたけし おなじ

⚫大竹市も同じです。
うんえい ひなんしゃ じぶん

⚫運営は避難者が自分たちでし
ます。

ひなんばしょ ひなんじょ ちが

避難場所と避難所の違い

令和７年８月４日 更新
作成 大竹市危機管理課

かえ いえ ひと

帰る家のある人が
いえ かえ まつ ばしょ

家に帰れるまで待つ場所

かえ いえ ひと

帰る家をなくした人が
かせつ じゅうたく

仮設住宅ができるまで
せいかつ ところ

生活する所
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大竹市 指定 避難場所・避難所一覧

指定 避難場所
指定
避難所

立ち退き避難先の１つ
ここに逃げることだけが
避難ではない



32市の管理する避難場所

開設のタイミング
自主避難者対応（状況に応じて開設）
⇒市役所（24時間）

 総合市民会館（開館時間のみ）
避難場所開設（警戒レベル３以上）
⇒対象施設

第１次避難場所優先
状況により第２次を開設

※ 必要な地区のみに限定

ペット同伴対応
総合市民会館・大竹会館
条件：現場が指定する部屋を使用する。

ゲージに入れる。
飲食物や薬を持参する。
健康管理やしつけができている。
持ち主が世話をする。

開設・運営：市職員が実施

https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/somu/kikikanri/gyoumukiki/5/sonae/1598848562562.html


33他機関及び地域で管理する避難場所

市職員：配置なし

大規模災害発生後
自発的な避難所
としても考慮
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浸水時緊急退避施設

〇 避難途中で津波や洪水などの浸水が目前に迫った
場合に緊急一時的に退避するための施設

× 地震や土砂災害の際の滞在先として使用するもの
ではありません。
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補足資料
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37補足資料出典：内閣府ガイドライン避難行動のあり方
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出典：内閣府ガイドライン

補足資料避難行動のあり方



39６ 避難行動のあり方

出典：内閣府ガイドライン

補足資料避難行動のあり方



40補足資料

出典：内閣府ガイドライン

避難行動のあり方
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